
就職活動やインターンシップ中の
ハラスメントに関するお悩みは

都道府県労働局にぜひご相談ください！
就職活動中等のハラスメントに関するお悩みは、都道府県労働局雇用

環境・均等部（室）にご相談ください(大学のキャリアセンターの担当者
と一緒にご相談いただくことも可能です)。

相談内容等に応じて雇用環境・均等部（室）では以下の対応を行います。
●就職活動中の学生等へのハラスメント防止のための事業主への助言
●就活セクハラ等についてのトラブルの解決援助 等
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▶▶都道府県労働局雇用環境・均等部(室)一覧

相談は無料です。匿名でも大丈夫です。プライバシーは厳守されるのでご安心ください。
受付時間 8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf

～就職活動におけるハラスメントにあわないために、知っておきたい２つのポイント～

①採用担当者との食事や飲酒、密室での面談、個人携帯メール等でのやりとりは避ける。
過去の就活セクハラの事件では、採用担当者が、食事や飲酒の強要、個室での１対１の面談を求める

行為、個人の携帯メールやLINE等で連絡を入れてくるといったことがありました。こういった不適切な
要求等に応じる必要はありません。（多くの企業では、１人の社員が就活生の合否判定を決定するので
はなく、複数の担当者が採用面接等に対応しています。）

②早い段階で相談を！
OB・OG訪問を含めて、就職活動の際に、これはハラスメントではないかと思ったら、自身の安全

を守るためにも１人で抱え込まず、所属大学のキャリアセンター、都道府県労働局雇用環境・均等部
（室）などに早い段階で相談することをお勧めします。

https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf


★「これってハラスメントかも？」と思ったらどんなことでもご相談ください。
★プライバシーは厳守いたします。
★ご希望がない限り、相談があったことを企業には伝えません。

セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントなどについては、法律等に基づき、行っては
ならない旨の方針の明確化や相談窓口の設置など雇用管理上の防止措置義務が事業主に課されて
います。
指針においては就職活動中の学生やインターンシップを行っている方に関しても、同様の方針

の明確化や、相談があった場合の適切な対応等を行うことが望ましいとされています。

些細なことでも結構です。
就職活動中等のハラスメントに関するお悩みがある方は、ご相談を！

都道府県労働局
雇用環境・均等部（室）
※新卒応援ハローワーク
でも相談可能です。大 学 等

キャリアセンター

トラブルの解決援助制度の説明 防止に向けた事業主への助言等
（※）

（※）助言内容(例)
○事業主自らと労働者も、就活生等に対する言動について、セクハラ等が起きないよう、必要な注意を払う
よう努めること。

○職場において就活生等に対する言動についても、セクハラ等を行ってはならない方針を明確に示すこと。
○セクハラ等に類する相談があった場合には、雇用する労働者への措置を参考に、必要に応じて適切に対応
すること。等

・大学のキャリアセンター、都道府県労働局（雇用環境・均等部（室））、新卒応援ハロー
ワークのいずれでも相談可能です。

・事業主への助言等は都道府県労働局雇用環境・均等部（室）で行いますので、大学のキャ
リアセンター、新卒応援ハローワークに相談をした場合は、相談内容によっては雇用環
境・均等部（室）に相談内容を共有して、対応することになります。
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